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守谷市民間保育所設立運営事業者の募集について 

 

１ 目的 

   認可保育所入所不承諾児童を解消するために，新規認可民間保育所の設立及び

運営を行う事業者を募集する。 

２ 募集する保育所 

   定員 １８０名以上 

※定員９０名の２施設を想定しているが，定員６０名や定員１２０名等でも応募可

能。 

３ 開設日 

  令和２年度内に施設整備を完了し，遅くとも令和３年４月１日までに開所する。 

４ 応募資格 

   民法（明治２９年法律第８９号）第３３条に規定する法人（社会福祉法人，学

校法人，株式会社，ＮＰＯ法人など） 

５ 応募方法 

応募書類（※）を守谷市保健福祉部児童福祉課へ直接持参（郵送による応募は

不可） 

※児童福祉課窓口で配布又は市ホームページからダウンロード 

６ 応募期間 

   令和元年６月２１日(金)～２８日(金) 

※土・日を除く開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分 

○全体スケジュール 

・募集要項の配布 

令和元年５月１０日（金）～６月２８日（金） 

・質問の受付 

令和元年５月１０日（金）～６月２０日（木） 

・一次審査（書類審査） 

令和元年６月２８日（金）～７月５日（金） 

・二次審査（面接審査） 

 令和元年７月中旬 

※二次審査終了後，選定事業所案を市長決裁等により決定する。 

７ その他 

  施設開所まで入所不承諾児童の対応は困難な状況が続くため，既存全保育所で

利用定員枠までの児童受入が可能となるよう，保育士確保策（保育人材確保事業）

について併せて実施する。 
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８ 選考委員 

 委員区分 職 名 等 備  考 

１ 委 員 長 副市長 
 

２ 庁内委員 保健福祉部長  

３ 庁外委員 保健福祉審議会の代表 
守谷市保健福祉審議会 

子ども・子育て分科会 

４ 庁外委員 保育に関し専門的知識を有する者 市内幼稚園代表 

５ 庁外委員 保育に関し専門的知識を有する者 市内保育所代表 

６ 庁外委員 経営に関し専門的知識を有する者 茨城県中小企業診断士協会 

７ 庁外委員 経営に関し専門的知識を有する者 
関東信越税理士会龍ケ崎支

部 

８ 庁外委員 保育所等利用調整委員会公募委員  

９ 庁外委員 保育所等利用調整委員会公募委員  

※任期：平成３１年４月２６日から当該案件審議終了日 


